
ロケ撮影に関する使用許可等の手続き 
 
 
 
 

各施設へ直接問い合わせがあった場合、 
TLB を通すように伝える 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
              ロケ隊への回答 

 
 

 
 
 

                      標準 2週間前 
                                        
                   

 
                                   
 

                           標準 1週間前 
                  

         ＊撮影当日までに納付確認をすること 
（領収書（写）を FAX で送付させる等） 

                 
                       

 
 
         
                           撮影後       

 
ロケ隊から撮影の問い合わせ 

各局施設管理者 
 

内容を確認し、受入れの可
否を回答 

東京ロケーションボックス 
   (TLB) 
 内容精査後、施設管理者へ 
受入れの可否を照会 
 

       No 
日程調整がつかない 
条件が合わない 

   ロケ隊から「使用許可申請書」の提出 
   各施設にて起案・協議 
    （財務局財産運用部長協議） 

  光熱水費がある場合は納入通知書を送付 

 Yes(内諾) 
ロケ隊と内容の詳細・許可条件等を最終確認 

使用許可申請・・・正式決定 
納入通知書送付・・・支払期限：撮影初日まで 

（東京都行政財産使用料条例第6条） 

東
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照会 

回答 

使用許可等の手続きは 
各施設にて行う。 

        撮 影 当 日 


